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積立共済 安心してライフイベントを
迎えるために

世帯平均貯蓄額と借入金を見てみましょう。貯蓄額から借入金を
差し引いた金額は、40歳未満、40歳代ではマイナスとなっています。
世帯平均貯蓄額と借入金を見てみましょう。貯蓄額から借入金を
差し引いた金額は、40歳未満、40歳代ではマイナスとなっています。

【出典】総務省「家計調査報告（貯蓄・負債編）－2021年（令和3年）平均結果－（二人以上の世帯）」
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 世帯の貯蓄額は平均1,880万円
40歳未満・40歳代はローンを差し引くとマイナス

2021年の１世帯当たりの平均貯蓄額は1,880万円です。
●世帯主の年齢別にみた
　１世帯当たり平均貯蓄額と平均借入金額（2021年調査）

積立共済で、早い段階から
ライフステージに沿った
準備をしましょう!
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生－⑤　B年金　　契約・注意　16.04.01★

契約概要・注意喚起情報【生命保険】

❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員の方が、自助努力
による老後保障資金を準備するために、企業・
団体を保険契約者として運営する団体年金保険
商品です。在職中に積立てを行ない、退職、退
会等により保険料払込完了を迎えられた後に年
金または一時金が受け取れます。また、遺族年
金特約により、保険料払込期間中の死亡時には
加算があります。

❷ 加入年齢、保険料、保険期間等
加入年齢、加入資格、（追加）加入日、保険料の
額、払込方法、払込完了期日等につきましては、
本パンフレットの該当箇所をご参照ください。
退職、退会等により企業・団体の所属員でなく
なった場合はすみやかに脱退いただきます。

❸ 積立金（受取予想額）
将来の受取予想額につきましては本パンフレッ
トに記載の給付額試算表にてご確認ください。

❹ 年金や一時金が主に支払われる場合
■基本年金（もしくは一時金）
保険料払込完了後に、積立金を原資とした年
金もしくは一時金をお支払いします。

❶ お申込みの撤回（クーリング・オフ制度）
この保険は、団体を契約者とする企業保険契約
であり、クーリング・オフの適用はありません。
なお、責任開始期前のお申込みの取り消し等に
ついては本パンフレット記載の団体窓口にお問
い合わせください。

❷ 責任開始期
ご提出いただいた加入申込書に基づき引受保険
会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は
所定の「（追加）加入日」からご契約上の責任を負
います。なお、企業・団体の社員・職員、保険
会社の職員等には保険へのご加入を決定し、責
任を開始させるような代理権はありません。

❸ 年金や一時金のお支払制限
次のような場合、年金や一時金のお支払いに制
限があります。
■遺族年金・遺族一時金の受取人が故意に加入
者を死亡させた場合は、他の相続人に遺族年
金・遺族一時金をお支払いします。同様に年
金受給者を死亡させた場合、未支払の年金原
資を他の相続人にお支払いします。

■脱退一時金（もしくは年金）
保険料払込完了前に脱退される場合、原則一
時金でお支払いとなりますが、年金でのお支
払いが可能な場合があります。
■遺族一時金
ご加入者が保険料払込期間中に死亡された場
合は、積立金に遺族年金特約による加算をし
て、一時金にて遺族の方にお支払いします。
※上記の年金もしくは一時金について選択でき
る給付種類等は、企業・団体ごとの制度内容
により取扱が異なります。

❺ 配当金
この保険は１年ごとに財政決算を行ない、剰余
金が生じた場合は配当金をお支払いする仕組み
となっています。年度途中で脱退された場合そ
の年の配当金はありません。

❻ 引受保険会社（事務幹事会社）
明治安田生命保険相互会社
本社：東京都千代田区丸の内２－１－１
※本パンフレット記載の複数の保険会社でご契約
をお引受けし、明治安田生命保険相互会社は他
の引受保険会社の委任を受けて事務を行ないま
す。引受保険会社は、それぞれの引受割合によ
り保険契約上の責任を負います。なお、引受保
険会社等は、変更される場合があります。

契約概要【ご契約内容】

注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
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意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、
ご加入に際して特にご注意いただきたい事
項を【注意喚起情報】に記載していますので、
ご加入前に必ずお読みください。また、各
事項の詳細につきましては本パンフレット
の該当箇所を必ずご参照ください。ご加入
にあたっては、【契約概要】【注意喚起情報】
および本パンフレットの内容とあわせて、
取扱内容・給付額試算表の内容・保険料等
がご意向に沿った内容となっているか、ご
確認のうえお申込みください。

年金共済・積立共済 （拠出型企業年金保険）

カスタム修正　22.11.09

次ページへ
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生－⑤　B年金　　契約・注意　16.04.01★

■契約者の保険契約締結の際または加入者がこ
の保険契約に加入する際に、詐欺行為があっ
た場合は、この保険契約の全部または一部が
取り消しとなることがあり、既に払込まれた
保険料は払戻ししません。
■受取人や継続受取人が年金・一時金の請求に
ついて詐欺を行なった時（未遂を含みます）な
ど、この保険契約の存続を困難とする重大な
事由が発生した場合や、保険契約者、加入者、
受取人または継続受取人が暴力団関係者、そ
の他の反社会的勢力に該当すると認められる
などの重大な事由が発生した場合は、この保
険契約の全部または一部を解除することがあ
ります。この場合、所定の返戻金をお支払い
します。
■保険料の払込を中断されている期間中にご加
入者が死亡された場合、遺族年金特約による
加算はありません。

❹ 保険料の払込
ご加入者からの保険料の払込のないまま所定の
猶予期間を経過した場合、保険料の請求を停止
し、加入取消もしくは脱退いただくことがあり
ます。

❺ 信用リスク・生命保険契約者保護機構
■保険会社の業務または財産の状況の変化によ
り、積立金や脱退・払出し時の一時金の金額、
年金受給時にお約束した年金額が削減される
ことがあります。
■引受保険会社は生命保険契約者保護機構（以下
「保護機構」といいます）に加入しています。保
護機構の会員である生命保険会社が経営破綻
に陥った場合、保護機構により、保険契約者
保護の措置が図られることがありますが、こ
の場合にも積立金額や年金受給時にお約束し
た年金額等が削減されることがあります。詳
細については、保護機構までお問合せ下さい。
（ホームページ https://www.seihohogo.jp/）

❻ ご照会・ご相談窓口

（注）一般のお手続き等に関するご照会につきま
しては、本パンフレット記載の団体窓口へ
ご連絡ください。

■この保険に係る指定紛争解決機関は（一社）生
命保険協会です。（一社）生命保険協会「生命
保険相談所」では、電話・文書（電子メール・
ＦＡＸは不可）・来訪により生命保険に関す
るさまざまな相談・照会・苦情をお受けして
おります。また、全国各地に「連絡所」を設置
し、電話にてお受けしております。
　（ホームページ https://www.seiho.or.jp/）
■なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けた
ことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼し
た後、原則として1ヵ月を経過しても、契約
者等と生命保険会社との間で解決がつかない
場合については、指定紛争解決機関として、
生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約
者等の正当な利益の保護を図っております。

❼ 積立金や脱退・払出し時の一時金額
この保険では、お払込いただいた保険料全額を
そのまま積み立てるのではなく、保険料の一部
は事務手数料や遺族年金特約保険料に充てられ
ます。したがいまして、積立金や脱退・払出し
時の一時金の額がお払込いただいた保険料の累
計額を下回る場合があります。

❽ 予定利率
予定利率とは、お預かりしている保険料積立金
に対して付利する利率のことをいいます。金利
水準の低下、その他の著しい経済変動などこの
契約の締結の際、予見しえない事情の変更によ
り特に必要と認めた場合には、保険業法および
同法に基づく命令の定めるところにより主務官
庁に届け出たうえで、予定利率を変更すること
があります。

❾ ご契約の継続と解約返戻金
■この保険は、ご加入者の加入状況または福利
厚生制度の変更等によりご継続できないこと
があります。ご加入者が１０名未満となった
場合、この契約は解約となることがあります。
■解約となる場合は、解約返戻金をお支払いし
ます。

10 年金・一時金の支払いに関する手続き等の
留意事項
■年金・一時金のご請求は、団体（ご契約者）経
由で行なっていただく必要がありますので、
年金・一時金のお支払事由が生じた場合、す
みやかに本パンフレット記載の団体窓口にご
連絡ください。
■年金・一時金のお支払事由が生じた場合、ご
加入のご契約内容によっては、他の年金・保
険金などのお支払事由に該当することがあり
ますので、十分にご確認ください。

この保険に関する生命保険会社に対する
苦情・相談先（注）

明治安田生命保険相互会社
広域組織法人部
03－6259－0033
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保存○本 7年 MYLI-申-23-000033

従業員コード
（必ず右づめ）

（いずれかに○をつけてください）

（いずれかに○をつけてください）

UAゼンセン福祉共済互助会行
明治安田生命保険相互会社
明治安田収納ビジネスサービス株式会社

記号（6桁目がある場合は※欄にご記入ください） 番　号　（右づめでご記入ください）
※

電話番号（日中つながる連絡先をご記入ください）

（2・3枚目にも押印ください） （2・3枚目にも押印ください）

←10桁をご記入ください

以下ご記入ください（※） チェックオフ対象者、既に口座登録がある方は以下記入不要
加入申込書は明治安田生命用のみご提出ください

※銀行かゆうちょ銀行のいずれかを指定してください。チェックオフ組合および年金・積立・医療・傷害賠償・生命・長期休業共済のいずれかに
　ご加入の場合は、掛金振替口座欄のご記入は不要です。

①2023年春・秋用

私はUＡゼンセン年金共済、UＡゼンセン積立共済についてパンフレット等説明資料・契約概要・注意喚起情報等を受領し、
内容を確認・承知のうえ、申込内容が自らの意向に沿ったものであることを確認して加入･変更を申し込みます。
掛金等の支払いは従来どおり、収納代行会社を通じて口座振替することを了承します。また個人情報の取り扱いについても説
明資料等の記載内容を承知し同意いたします。また私は申込日現在健康で正常に就業しています。
※ＵＡゼンセン年金共済、ＵＡゼンセン積立共済とは、拠出型企業年金保険のことです。

明 治 安 田 生 命 用

H450101（910）071
募集年度以外では使用できません
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フリ
ガナ
姓 名 3昭和

5平成

性別

カナ

漢字

生　年　月　日 共済加入者番号
1男
2女

加入者番号をお持ちの方は必ず
記入してください 必ず右づめ

必ず所・番地・方書まで記入（都道府県名記入不要）

必ず所・番地・方書まで記入（都道府県名記入不要）

新
規
加
入
者
記
入（
本
人
口
座
に
限
る
）

御中 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（　　  ）収 加

収納代行会社名
団　　体　　名

明治安田収納ビジネスサービス株式会社
UAゼンセン福祉共済互助会 2026000600

※

金 融 機 関 番 号 ・ 名 称 店 舗 番 号 ・ 名 称 口 座 番 号預金種目

必ず右づめ「－」は不要

1

1 0

（普通）

口
座
変
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さ
れ
る
方
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、
内
容
変
更

通
知
書
で
手
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き
し
て
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だ
さ
い
。

ゆうちょ銀行
種目コード 契約種別コード
1
9 9 0 0

6 6 3 0

振替日・払込日
毎月12日
当日が休業日の
場合は翌営業日 ※ゆうちょ銀行の場合、捨印不要

申
込
日
の
記
入
が
な
い
場
合
は
、
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込
締
切
日
を
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込
日
と
し
て
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り
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ん
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立
月
の
前
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12
日
に
掛
金
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口
座
か
ら
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り
替
え
ま
す
。

（
12
日
が
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業
日
の
場
合
は
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営
業
日
）

既
加
入
者
の
増
口
・
一
部
中
止

申
込
は
住
所
・
口
座
の
記
入
は
不
要

月

　
　払

該当する年月に◯印をおつけください
3口～200口

2023年9月⇒
2024年3月⇒

月1日から 口× 1,000円=0509
0603

新規申込・変更後掛金額

,000円で申し込みます（※）

月
払
加
入
が
条
件
で
す

半 

年 

払

（毎年8/12・2/12振替）

1口～100口

口× 1万円=

新規申込・変更後掛金額

万円で申し込みます（※）

※一部中止の場合は最低3口以上でご記入ください。（3口未満の申込みはできません）

一 

時 

払

（月払と同口座より振替）

ご記入口数が「０口」または登録と同口数の場合は、「変更なし」となります。

（年2回まで可能） （申込直後の8/12または2/12振替）
1口～2000口

口× 1万円= 万円を積み立てます

※一部中止をされる場合、月払3口以上で継続されれば、0口とすることも可能です。（0口=払込停止は「払込停止・全口中止申請書」をご提出ください）

月

　
　払

（毎月12日振替）

（毎月12日振替）

月
払
加
入
が

条
件
で
す

一 

時 

払

（月払と同口座より振替） （年2回まで可能） （申込直後の8/12または2/12振替）

※一部中止の場合は最低3口以上でご記入ください。（3口未満の申込みはできません）

組
合
記
入
欄

どちらか
に

◯を記入

チェックオフ対象者
組合名 支部名

組合支部
コ ー ド

切 り と ら な い で く だ さ い

銀 行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協・漁協

銀 行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協・漁協

本　店
支　店
出張所

指

　
定

　
口

　
座

払込先口座番号

預金者名
加入者本人
に限ります

払込先加入者名 払込金の種別 集金 30明治安田収納ビジネスサービス株式会社00140-5-120363

カナ氏名 金
融
機
関

お
届
け
印（
サ
イ
ン
）

漢字氏名

※ご記入のない場合は振り替えができない場合があります。

※口座記入不要
加入申込書は明治安田生命用
のみご提出ください

口座振替対象者

U A ゼ ン セ ン 年 金 共 済
U A ゼ ン セ ン 積 立 共 済
加入申込書兼口座振替申込書

お申込みの内容に訂正がある場合は、二重線で抹消のうえ、署名または訂正印を押印してください。

すでにＵＡゼンセン共済制度で加入者番号をお持ちの方（または以前加入されていた方）は、住所、氏名、組合コード、口座などの変更はこの用紙ではできません。別途「加入者内容変更通知書」をご提出ください。

私は、過去1年以内に疾病または傷害により、2週間以上欠勤または休業しておらず、現在健康上の理由で勤務の特別扱い
を受けておりません。

（いずれかに○をつけてください）
該当する年月に◯印をおつけください

3口～200口
2023年9月⇒
2024年3月⇒

月1日から 口× 1,000円=0509
0603

新規申込・変更後掛金額

,000円で申し込みます（※）

該当する年月に◯印をおつけください

2023年9月⇒
2024年3月⇒

月1日付で0509
0603

1口～2000口

口× 1万円= 万円を積み立てます

該当する年月に◯印をおつけください

2023年9月⇒
2024年3月⇒

月1日付で0509
0603

該当する年月に◯印をおつけください

2023年9月⇒
2024年3月⇒

月1日から0509
0603

申込締切日はパンフレットをご参照ください

給付金受取人はUAゼンセン共済規定のとおりとなります。
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354 356 358 360
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396
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399

361 364

411 414 415 418407 410

373 376

99
100

150

149

209 230 241

74

75 76 82 83 9234

1

5 14

4

ゼンセン

102

2023    4    30

0074

600424

0 1 0 0 1 0

0 0 5 0 0 5

0 1 0 0 1 0

0 1 0 0

×××× 東 京

0 1 0 0

0001234567

０００１００１×××

3×××03 ××××

1234567890

1 0 0 1 2 3 42 9 6 3 2 9 9

ゼンセン

チ　ヨ　ダ　ク　ク ダンミナミ  ４   －  ８  ー  １６

ヒカル

光

ゼンセン
ゼンセン ヒカル

光

中央 市ヶ谷

千代田区九段南４ー８－１６

組合・本人控の③枚目をとり①～②枚目を所属組合へご提出いただき、所属組合からＵAゼンセン・共済事業局へは①～②枚目をご提出ください。
※申込書下部の「金融機関お届け印」欄と「捨印」欄につきましては①～②の２枚とも必ず押印ください。押印がない場合は振替ができなくなりますので
ご注意ください。

１枚目： ①明治安田生命用　　2枚目： ②金融機関提出用　　3枚目： ③組合・本人控
申込書は3枚複写となっておりますので強めにご記入ください。

※2023年用の申込書でお申し込みください。（2022年以前の申込書は使用できませんのでご注意ください。）

■新規加入の手続き（記入例）

加入申込書兼口座振替申込書
年金共済 積立共済

チェックオフ対象者
か口座振替対象者の
どちらかに必ず○印
を記入してください。
また、組合と支部名を
記入して、組合と支部
コードを忘れずに記
入してください。

チェックオフ対象者
は掛金振替口座欄の
記入は不要です。ま
た、口座振替対象者で
も年金共済・積立共
済・医療・傷害・賠償・
生命・長期休業共済の
いずれかにご加入の場
合は記入は不要です。

全員記入欄の氏名（フ
リガナを含む）・性別・
生年月日を記入して
ください。
お名前は必ず自署に
てご記入ください。

新規加入の方のみ記
入（加入者番号のない
方）

月払に加入された方
は、一時払を同時に加
入することができま
す。（加入年月は月払と
同じ）月払の掛金と同
時に振替されます。

掛金振替口座は、加入者本人名義の
口座を記入してください。（掛金は
加入者負担原則）

①～②枚目の両ページに必ず金融機関お届け出印を押印してください。（金
融機関お届け出印と捨印洩れがないようご注意ください）金融機関お届け
出印の代わりにサインで登録されている方は、サインを記入してください。

口座番号は預金通帳
またはキャッシュ
カードを見て正しく
記入してください。

チェックオフ組合（組
合が掛金を給与から
控除）はコード番号を
右詰で記入してくだ
さい。

※ご注意ください！
すでに加入者番号をお持ちの方が、氏名・生年月日・住所・組合支部コード・
指定口座を変更する場合は、「加入者内容変更通知書」をご提出ください。

年金共済・積立共済・
医 療・傷 害・賠 償・生
命・長期休業共済に既
にご加入いただいて
いる方は必ず共済加
入番号を記入してく
ださい。その場合、口
座振替依頼書の記入
は不要です。

定期的に半年毎に積
み立てる場合は、必ず
半年払でお申し込み
ください。

新規申込または変更
後掛金額のいずれか
に　　　をつけてく
ださい。
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